
2025 年 10 月 31 日  

株式会社第一情報システムズ   

 

 

女性活躍推進法に基づく情報公表について 

 

2024 年度の当社の女性活躍に関する情報をお知らせいたします。 

 

 (※１) 短時間労働者は所定労働時間で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出しております。 

 (※２) 育児休業取得者には出生時育児休業取得者を含みます。  

以 上 

項目 全労働者 正規雇用労働者 非正規労働者 

Ａ 採用した労働者に占める女性労働者の割合  

[女性採用者/(男性採用者＋女性採用者)] 
21.0％ 21.3％ 0％ 

Ｂ 男女の賃金の差異 (※１)  

 [女性平均賃金/男性平均賃金] 
87.9％ 89.0％ 59.0％ 

C 男女別の育児休業取得率(※２) 

(男性) 

(女性) 

[育児休業取得者数/出生のあった労働者] 

 

100％ 

100％ 

 

100％ 

100％ 

 

(該当者なし) 

(該当者なし) 


